
教育委員会協議会議題 

 

平成１８年２月１６日 

 

１ 協議事項 

（１）平成１８年度学校教育のねらいと基本方針について  （資料１ 学校教育課） 

 

２ 報告事項 

（１）おだわらっこドリームシアターについて       （資料２ 学校教育課） 

 

 

 



 
１ 学校教育のねらいと基本方針について 
 
 
 
 
 

平成１７年度 学校教育のねらいと基本方針 
 
  
 
  小田原市教育委員会は、「小田原市教育都市宣言」の趣旨を踏まえ、２１世紀を担う子ども達の「生きる

力」を育み、地域性を生かした学校教育の創出に向けて策定した「小田原市学校教育推進計画」に基づき、

小田原の資産や資源を生かして、地域とともに歩む学校づくりを進めるために、学校教育の方向を次のよ

うに定めました。 
   
 
 
                                 
  １ 創造性や論理的に考える力を持った子どもを育てる。 
  ２ コミュニケーション能力を身に付けた子どもを育てる。 
  ３ 健康な心と身体を持った子どもを育てる。 
 
 
 
    学校教育のねらいを達成するために、 

   「競争的共存」「参画と協働」「安全と健康」「説明責任」を４つの視点として、 
目標と施策の方向を次のように定め、基本方針としました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１８年度 学校教育のねらいと基本方針 

学校教育のねらい 

基本方針 

教
育
の
行
き
届
い
た
ま
ち 

お
だ
わ
ら 

Ⅰ 競争的共存

 
Ⅱ 参画と協働

 
Ⅲ 安全と健康

 
Ⅳ 説明責任 

１ 特色ある学校づくり 

２ 時代の変革に対応した

教育の推進 

３ 開かれた学校づくり 

４ 子どもの生きる力の醸成 

５ 安心して学べる場づくり 

① 教員の意識改革・資質向上 
② 校長のリーダーシップの確立 
③ 多様なカリキュラムへの対応 
④ 学校間の競争の導入 

① 今日的課題への対応 
② 国際化・情報化社会への対応 
③ 学習支援体制の確立 

① 学校運営への地域住民の参画 
② 民間活力の導入 
③ 学校や行政機関との連携 
④ 教育委員会の改革 

① 心と身体の健康づくり 
② 創造性を持った子どもの育成 

① 危機管理への対応 
② 施設整備の推進 

資料１ 



 
 
   

       
       学校２学期制実施にともない、各学校が学校教育の見直しと充実に向けた取組みを行う 
     ことを通して、子どもたちの学校生活の充実と確かな学力の向上をめざすとともに、学校 
     の活性化や教職員の意識改革を図ります。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     不登校児童・生徒や特別な支援を必要とする児童・生徒の実態に即した適切な指導が  
    行われるよう、一人ひとりへのきめ細かな支援の充実をめざします。 
 
 

 
    生涯にわたり、子どもたちが主体的に運動に取り組むようにし、体力の向上をめざします。  

    また、自らの健康を適切に管理し改善できるよう身体の健康づくりをめざします。 
 
 
 

     自分の考えや思いを的確に表現できる子どもの育成を目指し、コミュニケーション能力  
 の向上を図ります。  

 
 
 

      郷土の自然や歴史・文化を学び、郷土を愛し大切にするとともに、小田原に誇りを持つ  
 人間の育成をめざします。 

 
 
     

       学校における安全指導・安全管理の徹底を図るとともに、家庭・学校・地域との連携  
 をもとにした、児童・生徒の安全・安心の確保の一層の推進を図ります。  

子どもの幸せを願い、明るく元気な学校づくりをめざします。平成１８年度の重点 

 
教育活動全体を通じて、自らを律しつつ、他者と共に協調し、他者を思いやる心、生命や人権 

を尊重する心、感動する心など豊かな人間性を育む教育をめざします。 
   
☆ 子どもたちの心の安定と規範意識の向上を図る取組みとして、学校だけでなく、保護者や地 
   域の方に、「おだわらっ子の約束」（仮称）を周知し、働きかけ、実行していきます。   

 

豊かな心を育む教育の充実 

   
子どもたちの「生きる力」を育むため、創造的な活動や社会体験、自然体験学習の充実をめざ 

  します。また、指導方法の工夫・改善や教材研究などに取組み、基礎・基本の確実な定着や学ぶ 
  意欲、思考力、判断力、表現力などを含む確かな学力の向上をめざします。 
    

  ☆ ２学期制の実施にともない、教育課程の工夫・改善を行います。また、積極的に授業公開・ 
     研究を行うとともに、授業評価を行っていきます。 

        

   
保護者や地域の方の理解を得ながら、開かれた学校づくりを進め、家庭や地域社会と協力・連 

  携して、子どもたちを育てる教育をめざします。 
   
☆ 学校と保護者や地域の方を結ぶコーディネーターの配置を進め、教育活動全般にわたって 
   スクールボランティアを推進します。 

家庭・地域との連携の推進 

児童・生徒の確かな学力の向上

 支援教育の充実 

 身体の健康づくりの推進 

 コミュニケーション能力の向上 

 郷土を愛し、大切にする学習の充実 

 児童・生徒の安心・安全の確保 



 

 

小田原市同和教育基本方針 

                            

                          制定  昭和５９年８月１日 

                          一部改正 平成５年４月１日 

                      小 田 原 市 教 育 委 員 会        

 

 同和教育は、人間尊重と平等の精神に立って、差別のない人類社会を築きあげるための人づくりを目的

とする。このことは、日本国憲法に保障されている基本的人権にかかわる重要な問題である。 

 しかし、今日なお社会の中には歴史的発展過程において形成された身分階層構造に基づく差別と偏見が

解消されたとはいえず、基本的人権が十分保障されているとはいい難い。 

 これは、人類普遍の原理である人間の自由と平等にかかわる深刻にして重大な社会問題である。国・県

及び地方公共団体はもちろん、すべての市民が自らの課題として同和対策解消に努力しなければならない。

そのため、教育の果たす役割は極めて重要である。 

 本市教育委員会は、人権尊重の精神に徹して社会の中にある差別と偏見について正しく認識し、教育基

本法の精神に基づき、教育の主体性と責任の下に同和教育を積極的に推進するため、次の基本的事項を定

める。 

 

１ 生涯学習の視点に立ち、学校教育と社会教育の密接な連携を図り、あらゆる機会をとらえて同和教育

に関する認識と理解を図るための啓発活動を進める。 

２ 学校教育においては、人権尊重の精神に徹し、差別と偏見をなくそうとする意欲とこれを克服する実

践力を培い、差別を許さない人間の育成をめざして、児童・生徒の発達段階等に即した同和教育を進め

る。 

３ 社会教育においては、市民一人ひとりの自覚の下に、差別と偏見を解消し、人権が真に尊重される明

るい社会を築くために指導者の養成をはじめ市民の学習機会の充実を図り、同和問題についての正しい

理解を深めるよう努める。 

 

 

 

 

小田原市同和教育具体的施策 

 

学校教育 

１ 同和教育を人権教育の重要な柱としてとらえ、「小田原市同和教育基本方針」をふまえ差別や偏見を許

さない人間の育成を目指す。さらに、基本的人権を尊重していくための人権教育に、全教育活動を通じ

て積極的に取り組み、児童・生徒一人ひとりの人権が大切にされた学校教育の積極的な推進を図る。 

２ 同和教育推進のため、学校管理職員の研修会を実施する。 

３ 教諭を対象とした研修会を実施する。 

４ 各種研修会の内容をふまえた校内研修会の充実を図る。 

 

社会教育 

１ 指導者の資質向上を図るため、社会教育関係者を対象に研修会を開催する。 

２ 同和教育の正しい理解のため、社会教育関係団体等に指導、助言する。 

３ 家庭教育学級、女性学級等における同和問題に関する学習機会の充実を図る。 

４ 同和問題の理解と認識を深めるため、市民啓発資料の作成配布や講演会を開催する。 

５ 市民への広報活動の推進に努める。 

６ 学校教育、関係諸機関、諸団体との連携を密にし、同和教育の推進を図る。 

 

  



小田原市教育委員会（学校教育課・教育研究所）グランドデザイン（案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

地域教育力の活用 
 
 
 
 
 
 

＜教職員の資質・指導力の向上＞ 

・ 支援体制の確立 
・ 安全管理の充実 

＜心の育ち＞ 

・ ライフステージに即した研修 
・ 専門的指導力を高める研修 
・ 教育課題を踏まえ研修 

＜教職員の資質向上＞ 
 
＊推薦研究委託事業の推進 

＊各種研修会の充実 

＊学校訪問の充実 

＜心の育ち＞ 教育政策課担当 
 
＊規範意識 

＊しつけの共通理解と共通実践 

＜学力向上＞ 
 
＊休日における学習の機会を保障する場 

・ 学校における 
・ 休日における 

子どもの育ち 

学校教育のねらい 

創造性や論理的に考える力 
コミュニケーション能力 
健康な心と身体 

学校教育力 

地域教育力 
家庭教育力 

教育長の方針 

現場第一主義 

良い先生 

子どもの幸せ 

・ 教育課程の改善 
・ 支援体制の確立 

＜学校教育制度の確立＞ 

 ＜学力向上＞ 
 
＊ 授業改善 

＊ 授業数の確保

＜学力向上＞ 

＜地域との連携＞ 
 
 
＊全校でスクールボランティアの実践 

＊２０校にコーディネーターを配置 



小田原市教育委員会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小学校英会話講師派遣事業 

休日における学習の機
会を保障する場 

地域教育力による充
実した学びの場 

地域の教育力・ 
家庭の教育力の向上 

小・中学校学習実態調査委員会

小田原市小中学校学習実態調査 補助教材の活用 

学習指導法の研修 

学習評価研究委員会 

ふれあいロボッ
ト体験教室 

土曜講座ワクワ
ク学習教室 

新玉ふれあい課
外講座 

子どもを取り巻く環境
（地域・家庭） 

外国人児童生徒日本語指導等協力者派遣事業 国際理解教育推進事業（ＡＬＴ派遣） 

歌集「心のハーモニー」 

二宮尊徳学習事業 おだわらっこドリームシアター事業 

キャリア教育推進事業 

生涯学習部各種事業 

スタディ・サポート・スタッフⅠ・Ⅱ・Ⅲ事業

少人数学級編制推進事業

学生ボランテ
ィア活用事業 

言語障害児通級指導教室「ことばの教室」

スクールカウンセラー等派遣事業 

不登校対策委員会 

児童・生徒指導連絡協議会 
教育相談指導学級 

おだわらっ子の約束（仮称）

国際交流事業 

学力向上を支える制度 

心の育ちを支える制度 

地域教育力の
積極的な活用 

子どもを取り巻く環境（学校）

教育相談事業 

ス ク ー ル ボ ラ ン テ ィ
ア・パワーアップ事業

特別支援教育相談室「あおぞら」 

情緒障害児級指導教室「フレンド」 

２学期制の実施 

推薦研究委託事業 夢育学校づくり推進事業 

特別支援教育推進協議会 

介助員配置事業 

子どもを取り巻く学びの環境（生活圏内）の充実 



 
平成１８年度 スクールボランティアの推進（案） 

 
１．趣旨 
 
  子どもたちがより良く生き、成長していくためには、今まで以上に学校を開き、学校・ 
 保護者・地域が一体となった「協働による新しい学校づくり」を進める取り組みが大切で 
 ある。 
 
  地域に開き、地域の教育力を積極的に活用し、多様な教育活動を展開する学校を創り上 
 げ、保護者・地域とともに子どもを育て、より良い地域社会づくりに貢献する学校をめざす。 
 
  その具体的な取り組みとして、今年度から３ヶ年計画で、授業や部活動等の教育活動、 
 環境整備等をともに進めていくスクールボランティアのより一層の推進を図るものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．各学校の取り組み 
 
 
１年目（平成１８年度）の取り組み 

 
 
（１）スクールボランティアに関わる校内組織の立ち上げ 

    （担当者の分掌上への位置付けや組織作り） 
 
  〔例〕【スクールボランティア推進委員会の設置】 
 

 スクールボランティア活動の推進を図るため、推進委員会が中心となって、スクール 
ボランティアの活動の全体的な立案、運営、連絡調整等を行う。メンバーは、学校職員 
代表・PTA 代表・コーディネーター・地域の方々等で構成する。 

  
（２）スクールボランティアの登録の徹底 

 
（３）市内全校において、スクールボランティア週間の実施（年２回） 
 

   各学校の創意・工夫により、スクールボランティアの活動を積極的に取り入れること 
   を目的とし、次の期間を目安にスクールボランティア週間を設定する。 
 

  前期： ７月 ３日（月）～ ７月 ７日（金） 
    後期：１０月１６日（月）～１０月２０日（金） 
 
（４）コーディネーターの配置（２０校を予定） 
 

 

学 校 
 
  授 業   部活動 
 
 
  総 合   その他 

スクールボランティア 
 
  保護者  地域の方 
 
  同窓生  その他 

コ
ー
デ
ィ 

 
ネ
ー
タ
ー 

支援者要請 

企画の実践 

人材の登録 

支援者紹介 

企画の提案 支援の依頼 

人材の確保 

支援の応諾 



 
 
  ２年目（平成１９年度）の取り組み 
 
 
（１）コーディネーターの全校配置 
 
（２）スクールボランティアの拡充・充実 

 
 
  ３年目（平成２０年度）の取り組み 
 

 
・スクールボランティアの定着 

 
３．市教委としての取り組み 
 
（１）スクールボランティア実践研究委員会〔全校対象〕 
 

    第１回（５月） 
  ・ スクールボランティア・パワーアップ事業の説明 

・ 酒匂中学校の実践の紹介 
 
    第２回（１１月） 
     ・ 中間報告会 
 
    第３回（２月） 
     ・ 実施校による報告会 

 
（２）スクールボランティア・パワーアップ事業実施校の決定（５月中旬～下旬） 
 

 スクールボランティア・パワーアップ事業の実施を希望する学校は、申請書・事業 
計画書を提出し、教育委員会が審査したうえで決定する。その後も予算の範囲内で、 
随時実施校を決定する。 
 

４．その他 
 

・スクールボランティア・パワーアップ事業の概要については、別紙参照 
 
 



平成１８年度 スクールボランティア・パワーアップ事業（案）  
 

１．趣旨  
     子どもたちがより良く生き、成長していくためには、今まで以上に学校を開き、  
    学校・保護者・地域が一体となった「協働による新しい学校づくり」を進める取  
    組みが大切である。  
     その具体的な取組みとして、授業や部活動等の教育活動、環境整備等をともに  
    進めていくスクールボランティアの存在が求められる。  
     そのために、市内全小中学校において、学校と保護者・地域を結ぶコーディネ  
    ーターの配置を進め、スクールボランティアのより一層の推進を図っていくこと  
    が急務である。  
 
２．コーディネーターの仕事内容  
   スクールボランティアの推進を目的として、ニーズに応じた地域の人材や施設等の  
  発掘、協力依頼、調整、打合せ、情報管理等  
   （１）授業参加に係わること  

   教員から授業のねらい・計画・スクールボランティアへの要望などを聞き取  
   り、地域から人材や施設を発掘し、依頼し、調整等を進め、授業参加を実現  
   させる。  
（２）体験学習の推進に係わること  
   進路学習や総合的な学習の時間の中で、職場体験学習等を実施しているが、  
   その受け入れ先となる会社・商店・公共施設等の発掘、依頼、調整等を行う。  
    
（３）不登校児童生徒に係わること  
   不登校児童生徒と関わり、生徒及び保護者と学校とのパイプ役となる。  
 
（４）特別支援教育に係わること  
   障害を抱えた子どもをはじめとして、教育上配慮を要する子どもを支援する  
   ボランティアを地域から発掘し、依頼し、調整等を行う。  
 
（５）その他  
 

   ３．平成１８年度配置予定校  
（１）小田原市立酒匂中学校及び白鴎中学校（平成１７年度実施校）の２校と各中学  
   校区に１～２校の合計２０校を予定し、全小中学校の約半数にあたる学校に配  
   置する。  
（２）新規校については、希望する学校が事業計画書を提出し、委員会が審査したう  
   えで、決定する。  
 

４．予算  
  １日４時間、年間３０日分の謝礼と、連絡に係わる費用を予算化する。  
   報償費   コーディネーターへの謝礼  
          1,000 円×４時間×３０週×２０人（２０校分）＝2,400,000 円  
   通信連絡費  
                            2,500 円×２０校＝50,000 円  
 
５．その他  

 平成１９年度の見通し：市内小中学校全校に配置予定



～ライフ・ステージに沿った研修会～ 1 特別支援教育推進協議会 …３回
2 就学指導委員会 …３回

1 校長研修会 …１回 3 特別支援教育通級教室連絡会 …２回
2 教頭研修会Ⅰ …３回 4 ことばの教室入級審査 …３回
3 教頭研修会Ⅱ …３回 新5 介助員派遣校連絡会 …１回
4 教務担当者研修会 …２回 6 スタディ・サポート・スタッフⅠ・Ⅱ(1・2年）
5 学校事務職員研修会 …１回 実施校連絡会 …１回
6 新採用学校事務職員研修会 …１回 7 スタディ・サポート・スタッフⅢ(3年生以上）

実施校連絡会（個別指導支援スタッフ事業） …１回
～専門性を高め、 8 少人数学級編制推進事業実施校連絡会 …１回

教育課題を踏まえた研修会～ 9 外国語指導助手担当者会議 …１回
新10 小学校英会話講師派遣事業連絡会 …１回

7 特別支援教育研修会 …１回 11 外国人児童・生徒日本語指導者連絡会  …１回
8 人権・同和教育研修会 …３回 12 教員海外視察研修（含事前研修） …５回
9 学校防災研修会 …１回 13 小・中学校学習実態調査委員会 …３回
10 市児童・生徒指導研修会 …１回 14 学校事務組織責任者会議 …３回
11 防犯に関する研修会 …１回 15 不登校対策委員会 …３回
12 飼育動物に関する研修会 …１回 16 学校安全対策協議会 …２回
13 キャリア教育研修会 …１回 17 合同事故防止会議 …１回

18 児童・生徒指導連絡協議会 …２回
～学校教育サポートスタッフ等の研修会～ 19 学校運営協議会研究委員会 …２回

20 教育フォーラム …１回
14 特別支援教育介助員研修会 …１回 新21 教職員事故防止研究委員会 …４回
15 スタディ・サポート・スタッフ研修会 …１回 新22 学校防災資料作成委員会 …４回
16 少人数指導スタッフ研修会 …１回 新23 スクールボランティア実践研究委員会   …３回
17 言語障害教育研修講座 …１回

～その他～
                   ～研修会～  （教育研究所分）

新1 夢育（ゆめいく）学校づくり推進事業
～ライフ・ステージに沿った研修会～ 2 小田原市推薦研究委託事業

3 介助員配置事業
1 市初任者研修会・転任採用者研修会 …１回 4 言語障害児通級指導教室「ことばの教室」
2 ステップアップⅠ研修会 …２回 5 特別支援教育相談室「あおぞら」
3 ステップアップⅡ研修会 …２回 6 情緒障害児通級指導教室「フレンド」
4 ステップアップⅢ研修会 …２回 7 スタディ・サポート・スタッフⅠ・Ⅱ・Ⅲ事業
5 ステップアップⅣ研修会 …２回 8 少人数学級編制推進事業

9 小・中学校学習実態調査
～専門性を高め、 10 土曜講座ワクワク学習教室（小５国・算・教室）

教育課題を踏まえた研修会～ 11 土曜講座ワクワク学習教室英語セミナー（小4・中１）

12 ふれあいロボット体験教室
6 校内研究担当者研修会（研究主任） …２回 13 国際理解教育推進事業（ALT派遣）
7 プロジェクト研修会 …２回 14 小学校英会話講師派遣事業
8 情報教育研修会 …１回 15 国際交流事業（ALT幼稚園・小学校派遣）

16 外国人児童生徒日本語指導協力者派遣事業
　　　～会議・連絡会等～ 17 学生ボランティア活用事業

18 部活動外部指導者派遣事業
1 初任者研修拠点校方式説明会 …１回 19 市長ゲストティーチャー（小・中各１校）実施

 新2 学習評価研究委員会（小学校） …１回 新20 スクールボランティア・パワーアップ事業
21 スクールカウンセラー等派遣事業

～その他～ 22 歴史・自然体験事業
23 二宮尊徳学習事業

1 情報教育に関すること 24 人権・環境教育推進事業
2 教育情報発信に関すること（教育かわら版・HP発信など） 25 おだわらっこドリーム・シアター開催事業

26 歌集「おだわらっこ心のハーモニー」配布
27 キャリア教育推進事業
28 地域とつくる学校推進事業
29 学校評議員制度支援事業

新30 おだわらっ子の約束（仮称）（教育政策課）

～研修会～（学校教育課分） ～会議・連絡会等～

Ⅰ 平成１８年度学校教育関係研修事業等の概要について（案）
小田原市教育委員会



 

「おだわらっこドリームシアター」の開催について 

１ 趣旨    子どもたちが質の高い芸術・文化作品に触れ・体感することにより、芸術・

文化に対する豊かな感性や感覚を持つ心を育てる。 
 

２ 主催    小田原市・小田原市教育委員会 

 

３ 期日    平成 18 年 2 月 23 日（木）：1日 2 回公演 

        午前の部公演 10:00 開場 － 10:30 開演 － 12:30 終了 

        午後の部公演 13:30 開場 － 14:00 開演 － 16:00 終了 

 

４ 会場    小田原市民会館 大ホール 

 

５ 対象    市内小学校 4 年生全員 

 

６ 委託先   劇団「四季」 

 

７ 演目    「人間になりたがった猫」（別添ちらし参照） 

 

８ 集合方法   借上バス、電車及び徒歩 

 

９ 公演別 

 (1)第１回公演該当校 三の丸・新玉・足柄・芦子・大窪・早川・町田・千代・下曽我・国

府津・片浦・豊川・前羽・下中小学校の計 14 校（児童 909 人参加

予定） 

 (2)第２回公演該当校 山王・久野・富水・下府中・桜井・酒匂・曽我・東富水・矢作・報

徳・富士見小学校の計 11 校（児童 913 人参加予定） 

 

10 昼食     全校「弁当」とする。 

 

11 招待者等   市議会正副議長・福祉文教常任委員会正副委員長及び委員（7 名）・市長・

助役（2 名）・収入役・市教育委員（5 名）・その他関係者（2～3 名）の計

20 名程度  

 

12 協力体制   事前及び当日の準備等については、市教育委員会の職員により行う。また、

当日は保健師を常駐させる。 

 
 

資料２ 






